
流山市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例（案）に対する意見と市の考え方

No. 当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

流山市地域包括支援センターの職員に係る基
準等を定める条例（案）修正案

１ 第４条

無

　地域包括支援センターには、地域住民が住み慣れた地域
で安心して、尊厳のある生活を継続することができるため
に、多様な社会資源の活用を包括的及び継続的に支援する
地域包括ケアの実現のための中心的な役割を果たすことが
求められています。このために不可欠な専門性が保健医
療、ソーシャルワーク及びケアマネジメントであると考えら
れ、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の３職種
を地域包括支援センターに配置することを国が市町村に従
うべき基準として省令で示しており、本条例においてもこれ
に従い本条の規定を定めました。
　なお、市では、在宅医療連携拠点事業、流山市高齢者虐
待防止ネットワーク等の事業の実施において、医師及び弁
護士と地域包括支援センターの連携を図っており、今後も連
携を強化していきます。また、市が平成２７年度から実施を
予定している介護予防・日常生活支援総合事業において、
地域包括支援センターと連携して地域の社会資源開発や
ネットワーク構築の機能を果たす生活支援コーディネーター
を設置することとしています。

第４条に記載される地域包括支援センターの常勤職員数に
ついて
　第１号保険者数が概ね３，０００人以上６，０００人未満ごと
に、保健師１名・社会福祉士１名・主任介護支援専門員１名
という数字は、平成１１年に定められた厚生省令第三十六号
から何一つ変わっていない。１５年以上前の社会情勢と現在
の社会情勢が変わっていないわけはなく、前例にのっとるだ
けの条例案は怠慢と考えます。
　現在の社会情勢を鑑み、また地域包括支援センターの
「名」と、その本来的な目標から、条例案に加え３名の職員
の増員を提案します。
　①医師
　②弁護士
　③地域コーディネーター

　１５年前の状況と現在の状況の差を統計的に見ると、全国
平均において高齢化率が平成１２年で１７．４％、平成２５年
で２５％（ともに統計局統計から）となっており、高齢者の割
合は単純に１．５倍に増えています。
　また高齢世帯のおける核家族化、高齢者の単身世帯、コ
ミュニティの変化、認知症と老老介護の問題等々、数字に表
れにくい影響を考えれば１５年前と現在とを同じシステムで
運用しようと言うのは無理があると考えます。
　地域包括支援センターの職員に係る条例に関しては、「市
が十分に参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じ
て異なる内容に定めることが許容される」とあり、流山市は
近隣市町村の状況と比べるのではなく、流山市の独自の視
点から構想する将来社会を見据え、率先して施策を考える
べきです。
　①臨終の場所が自宅から病院に移り、病院死の割合が９
割になるにあたり、またその際の長期の治療と入院による医
療費の増大から、臨終の地を病院外へ移そうとする施策を
国は行っているはずです。「指定介護予防支援事業に係る
基本方針」において、「可能な限り居宅において、自立した生
活を営むことのできるよう配慮し・・・」、あるいは条例案第３
条「各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立
した日常生活を営む・・・」の条文もまた、その方向に照らさ
れた文面と解釈できます。医療現場からの工夫と努力だけ
でなく、行政の側からもこの方向性に配慮し、地域を包括的
に見ることのできる家庭医・地域医療（General
Practitioner）のポジションを地域包括支援センターに設置す
ることを提案します。
　②条例案第３条において、「地域包括支援センターは・・・
各被保険者の心身の状況、その置かれている環境に応じ
て、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又
は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用で
きるように・・・」と明文化されています。医療や福祉の現場の
専門家だけではなく、法律的な問題を扱う専門家が地域包
括支援センターには必要と考えます。
地域包括支援センター内の弁護士の存在によって、成年後
見人制度等の進展に繋がる可能性もあると考えます。
　③「流山市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準等を定める条例案」第４条第４項
において、「指定介護予防支援事業は・・・・・・様々な取組を
行う者との連携に努めなければならない」とあります。この連
携の要をどこに置くを妥当とするかと考えた時に、地域の
様々な活動に精通し、客観的に、公平に、連携の仲立ちをす
ることを業務とし、ソーシャルリソースを有機的に繋げていく
【地域コーディネーター】のポジションが地域包括支援セン
ターに必要と考えます。
　またこの【地域コーディネーター】は、地域の実情に配慮し
た取り組みの企画立案をも職務とすべきと考えます。地域包
括支援センターが日々の仕事に追われるだけでなく、地域
のソーシャルリソースの縁を深め、様々な事に対処できうる
関係性の構築を積極的に模索すべきと考えます。

以上、条例案の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
に加え、医師、弁護士、地域コーディネーターを加えた６職種
体制の地域包括支援センター運営を提案します。
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No. 当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

流山市地域包括支援センターの職員に係る基
準等を定める条例（案）修正案

２ 第４条 【体制の充実について】
　「地域包括ケア」に向けて、今後強化していかなければなら
ない包括の機能として、地域住民の相談および生活支援の
コーディネート、地域のネットワーク構築とその機能の充実
などがあります。それらの包括的支援事業の強化のため
に、包括ならではの本来業務の整備と増員など職員配置の
充実を図っていただきたい。
　業務整備では、包括的支援事業について、１、総合相談支
援事業、包括的継続的マネジメント事業、権利擁護事業
２、介護予防事業、指定介護予防支援 をはっきり２つに分
け、それぞれを担当する職員を配置とする人員基準をつくっ
てほしい。更に地域の相談機関としての機能や役割を発揮
し、地域包括ケアの中核的機関として機能していくために、
本来業務に集中して取り組めるよう給付管理や事務作業を
行なう事務職員の配置も位置づけてほしい。新宿区のように
増員を計画的におこない、予算をしっかりつけて、どの包括
支援センターも赤字にならない運営ができるよう保障してほ
しい。

　本条の規定は、地域包括支援センターの職員配置の原則
的な考え方を示したもので、実際の配置については、地域の
ニーズに応じた職員配置の充実を図ります。

　
　本条は、地域包括支援センターの人員基準を規定したもの
で、指定介護予防支援事業所の人員基準については流山
市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例（案）第６条の規定により引
用する基準省令第２条及び第３条で定めています。

　
　

無

【人材育成について】
　包括支援センターの職員の専門性の向上は、ますます求
められてきています。要支援者だけでなく同居家族の障害・
児童問題・DVなど深刻な問題にも直面する場面が増えてき
ている現状です。高齢者に特化することなく、福祉に関する
初期総合相談窓口としても機能できるよう流山市独自の取
組みとして、関係機関との連携のあり方への積極的な取組
みや問題に関わる研修受講など市が主体となって育成面に
取り組んでほしい。

　本条例は、地域包括支援センターの人材育成について定
めているものではありません。
　なお、地域包括支援センターの設置者（市又は市から委託
を受けた法人）には、介護保険法施行令（平成１０年政令第
４１２号）第３７条の１５で地域包括支援センターの職員に業
務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修
を受けさせることが義務付けられているなど、人材育成は重
要な業務であると考えております。

無

第３条 【実態把握について】
　独居世帯の数としての把握だけでなく、日常的にひとりに
なることが多く、困ったときに相談できる人や病気にかかった
時などに手助けしてくれる人が近くにいない･･などのように
高齢者等が置かれている実態や内面的な要素にも手が届く
ような実態調査を定期的に行なってもらいたい。

　本条例は、地域包括支援センターの業務の具体的な実施
方法について定めたものではありません。
　なお、本条例では地域包括支援センターの基本方針として
各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立し
た日常生活を営むことができるようにしなければならないと
規定しており、各被保険者の実態の把握は、重要な業務で
あると考えております。

無
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